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本庁.支部 簡裁 家裁出張所 執行事件 少年事件
管轄区

本庁
雲南 雲南(受付のみ） 本庁に集約

松江 西郷を
出雲 今

本庁のみ

取扱い浜田

浜田に集約 西郷

検察審査会
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西郷 西郷 -西郷
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管内所要時間 I

、

移動手段

公共交通機関車
支部，簡裁名

時簡距離経路距離 時間

W B

松江地方・家庭裁判所出雲支部
壷雲簡易義判所

JR

松江駅～出雲市駅
40分50分 32.7km33.5km

松江地方風家庭裁判所浜田支部
浜田簡易裁判所

JR

松江駅～浜田駅
1時間35分2時間40分 121.4km124km

松江地方恩家庭裁判所益田支部
益田簡易裁判所

JR

松江駅～益田駅
2時間10分3時間20分 162.6km164km

■ ■ ■ ■

40分

2時間25分
バス松江駅～七類港
フェリー七類港～西郷港

25.･Okm

72.4km

松江地方回家庭裁判所西郷支部
西郷簡易裁判所

■ ■

松江家庭裁判所雲南出張所
雲南簡易裁判所

JR

松江駅～木次駅
55分38. 1km45分30.4km

I
●

＊ E L ロー一 . F． ．． ■■■■■■■■

JR

松江駅～大田市駅
バス大田市駅～石見川本駅

松江家庭裁判所川本出張所
脚本簡易裁判所

分
分
０
５
５
５

2時間10分 擁
ｍ
ｋ
ｋ
３
８

５
９
６
２

95.6km

注)車については､有料道路を使用しない場合の時間を記載
公共交通機関については､旅費法上の通常経路｡時間は乗車時間のみ記載
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管轄区域と人口及び弁護士数(1）
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人口:令和4年8月1日現在(島根県推計人口より）
弁護士:令和4年8月1日現在
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管轄区域と人口及び弁護士数(2)

島根県弁護士数割合(令瀦4年霊罵）島穂県人屋分布〈令爺鵬年霊屋）

西郷2.9％

益田8.5％ 18,788人
西郷3.6％
3人

約ｱ憲髄が島根県東部 約皇C%が島根県東部
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公設事務所の設置状況

令和4年8月1日現在

弁護士数

1

地域 名称
I

松江 法テラス島根法律事務所
I

法テラス浜田法律事務所浜田 2
●

法テラス西郷法律事務所西郷 1
I

凸

隠岐ひまわu基金法律事務所 2〃
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裁判官配置表

松江地方裁判所本庁 令和4年9月1日現在
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る保護命令事件､労働審判事件､破産事
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執行事件等

判事(部総括）
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裁判官配置表

令和4年g屋1日現在松江地方裁判所本庁
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裁判官配置表

松江地方裁判霞支部 令和4年9月1ヨ現在
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裁判官配置
令和4年g貝1蜜現在江家庭裁判爾本
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庁
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本
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裁判官配置表
一

令和4年9月1雪現在松江家庭裁判所本庁
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｜ I

判事補

(70期）

l少 一

年、 j丁

(R34.1)
志摩祐介 判事補海外留学中

■

0 8 】 ‐． f早． h一一一一一一一

家事合議

少年(合議､身柄､在宅(西郷支部管轄内

に住居を有する少年以外の事件)、準少
年）

判事補

（71期）

本庁
(R4.4.1)

藤 拓大本

6

■

己

12

‐



裁判官配置表
松江家庭裁判所支部‘出張所 令和4年9月1昼現在

Z一＝五

M
斤i
（ネ

j

；
●－

K
〃

1
1
屯

昌

醐

劇

§

M
§

;一
別
h

N
h

M
制

J

i
H
h
H

リ
II

I
M
M

P1
ﾄ』一

リ
ド
I0

h
II
N

H
側

リ

リ
山

N
N

N ノ
i
Il
m

l
制

I

庁

1

1

川

一

名(部､係）

(補職年月日）

官
側
職
別

事務主要担当氏 名
q■■

１
１

画

C I 』

家事各種事件全部判事(支部長）

（新64期）

出雲支部
(R3.4.1)

三木裕之
◆ B

l●

｡

家事各種事件全部判事(支部長）

（新63期）

浜田支部
(R3.4.1)

中町 翔 申 告

(益田支部を兼務）
Ⅱ

別
別
い
ふ
凹
干
■
詠
恥
旧
鮎
閃
Ｆ
Ｍ
魂
引
引
頗
０
椴
閃
咄
州
Ｐ
Ｆ
嗣
聞
麟
馴
肌
Ⅵ
肌
Ⅳ

I 《 。

家事各種事件全部判事(支部長）

（新63期）

益田支部

(R34.1)
中町 翔

(本務浜田支部）
■

F 1 －－÷一

1 1 1

家事各種事件全部判 事

（58期）

西郷支部
(R2.41)

仙
旧
陥
戸
ｗ
、
服
閲
脚
芦
用
門
川
Ｍ
堅
い
叩
咽
口
砂
ｒ
１
山
か
曲
肉
“
園
Ⅶ
■
Ｆ
肌
仙
馴
曲
即
円
削
別
刷
Ｎ
囚
刷
即
隅
卜
哩
『
凹
み

山中耕一
(本庁からてん補）

家事事件手続法に定める審判事件及び調

停事件

（出雲支部からてん補）

B

判 事

(新64期）

本出張所
(R3.4.1)

木裕之
一
一
一

－ －－－－ － h凸■画

－－－－ 一 一 －
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裁判官配置表

松江簡易裁判所 令和4年9月1冨現在
一一－ー

-~T"

I
｜

’

繭
■
■
・
山
口
弓 庁 名

(補職年月日）

G B

主要担当事務氏 名官 職1

0

Ｈ
Ｎ
円
眉
Ⅱ
り
Ｒ
Ｂ
ｈ
Ｆ
７
Ⅸ
い
Ｉ
Ｌ
、
１
Ｆ
伽

1 1

訴訟事件(通常､手形､小切手)、督促異議
訴訟事件_調停事件(職権、申立)等

略式命令請求事件等

松江簡裁
(R2.3.25)

安倍正志簡裁判事
凸

ロ

■

’
1

訴訟事件(通常､手形､小切手)、督促異議

訴訟事件峰少額訴訟事件

略式命令請求事件
(西郷簡裁からてん補）

訴訟事件(通常､手形､小切手)、督促異議

訴訟事件峰少額訴訟事件

略式命令請求事件
(西郷簡裁からてん補）

毛

松江簡裁
(R34.1)

森 健児簡裁判事

一一－一．一二一＝
戸一一匹一
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裁判官配置表
令和4年9月1日現在管内簡易裁判所(松江を除く。）

で ■■■■■■■■■ 且■■■■

－－1
~莞一一戸画一

b ＝＝一一~
ご一一一一ローーマー

｜氏 名
庁 名

(補職年月日）
主要担当事務官 職

■

、

５

酔

寺

》

１

曲

■

Ｋ

〃

胴

咀

埋

唇

吊

閥

肥

陥

区

貞

型

Ⅲ

部

、

」

民事各種事件及び刑事各種事件全部

（出雲簡裁及び川本簡裁を兼務）

民事各種事件及び刑事各種事件全部

（本務雲南簡裁､兼務川本簡裁）

雲南簡裁

(R3.4_1)

聿
手原簡裁判事

口
ｒ
ｏ
Ｉ
ｒ
Ｕ
‐
、
１
“
岨
咽
泊
Ⅵ
胡
。
■
呵
咽
呵
凶
田
岡
画
詞
川
ｕ
ｈ
ｕ
Ｌ
■
１
＄
必
守
口
で
１
６
．
８
０
画
Ｅ
９
ｎ
Ｊ
守
り
Ｕ
ｂ
１
ｂ
０
Ｉ
６
Ｄ
０
Ｇ
０
０
弓
ｑ
１
ｄ
ｋ
ｆ
胴
脚
胤
肖
伽
阻
Ｂ
Ｍ
Ｎ
Ｈ
Ｈ
Ⅶ
岡
Ｍ
ｎ
叩
Ⅲ
剛
Ⅲ
創
例
Ⅵ
別
別
Ｍ
偵
鄙
■
ｂ
、
■
到

出雲簡裁
(R34.1)

孝原簡裁判事

浜田簡裁
(R341)

野々村辰夫簡裁判事
（本務益田簡裁）

に
ﾛ

益田簡裁
(R3.4.1)

野々村辰夫簡裁判事
C一一一J八一

民事各種事件及び刑事各種事件全部川本簡裁
(R34!)

麦原簡裁判事
(本務雲南簡裁､｡兼務出雲簡裁）

！ 民事各種事件及び刑事各種事件全部

（松江簡裁を職務代行）
西郷簡裁
(R34.1)

森 健児簡裁判事

一一一一画－－匹一一ー

15



一般職管理職員一覧表
令和4年s月1日現在

松江簡易裁判所松江地方裁判所本庁
＝云云＝麦＝一＝p＝』＝三一玉ﾛ一二号卓一一一＝誼一一一＝一一一・

氏 黒

也

星

■

１

餌

野

唄

呈

夕

守

弘

弄

ワ

ケ

も

■

己

■

日

与

Ｊ

可

ゆ

q■ 1 ■d己＝ 一■昌一＝

●
Ｍ
Ｎ
Ｈ
卸
ｈ
Ｍ
Ｊ
＆
Ｉ
Ｕ
軸
刊
胡
臨
削
四
個
呼
倣
，
ｎ
Ｍ
制
凶
ｕ
附
則
叫
制
Ⅲ
一
日
Ⅱ
月
削
岡
閣
側
例
削
月
剴

h

I

■
矼
竺
■
４

Ｐ

『

官 職
届

『 川
削
月
内
戸

仙
憎
博
仙
３
，
侭
日
四
戸
２
１
４
４
門
－
４
Ⅱ
ク
８
４
０
４
《
１
画

t

庶務課長兼

上席主任書記官I 刑事首席書記官
； 民事訟廷管理官

； 刑事訟廷管理官
I 兼裁判員調整官
主任書記官

一¥一J-壷奎二コ唐1．

刑事首席書記官

官

正
山

珪
偽
全
竺

田中勇一
豊

I兼務
博

東島正明羊任書記官
1
－J

？

吉
向 藤雅代

徳岡敬大

松江検察審査会

官

記
記

妻
冨
聿
一

任
任
主
主

宅雅也

島正明

三

１
１ 簾

’一
一

一
■
一

々
疸

圭
圭
一

野
一

氏
一
大
一

大野圭二
一一一一一一で戸壼＝=一一Z〒一言アーーマーー

円
Ｈ
峠
旺
呵
曲
Ｌ
咽
Ⅱ
旧
聞
旧
川
時
閥
哨
Ｎ
Ｈ
ｆ
Ｈ
帥
炭
略
一
間
Ⅱ
に
叩
俳
０
Ⅲ
ｈ
ｌ

匙一m－…●可一一一Fー

官 職東 腸

Ｌ

Ｆ

ｒ

』

■

Ｉ

事務局長
【

Ｆ
１

云＝三＝一一一一三一ゴー

16

ｰ

！
－ｰL●■－－＝一一企 一

宮

一▼｡一一

職

－－

民事首席書記官

一ヱーー ニーーーーーー■ーざ一一＝~■守巳■■ー一一■■一マーーー

氏 名

エーーー唖＝一

清水章浩

事務局長(地家裁兼務）

事務局次長

総務課長

会計課長

総務課課長補佐

会計課課長補佐

田渕修一

溝口真司

大西 勉

西本佳代
ー

五
画
心
宮
十
小
声
向

花山充紀



一般職管理職員一覧表
令和今年9月1日現在

管内簡易裁判所(松江､雲南及びj! I本を除く｡）松江地方裁判所支部

紀
史
士
一
一

一
名
真
貴
剛
智
一

一
氏
嶋
野
良
田
一

松
植
世
吉
一

一
罪
》
》
》
一
》
口

兼
務
兼
務
兼
務
兼
務
一

一
帷
！
》
＃
！
；
》
；
！
一

一一■亜一■ママ－1－p豆迅一一

庁名官職氏名

庶務課長兼

主任書記官

兼
務

出雲簡裁松嶋真紀

兼
務

主任書記官兼

庶務課長
浜田簡裁植野貴史

兼
務

主任書記官兼
庶務課長
益田簡裁世良剛士

兼
務

主任書記官兼
庶務課長
西郷簡裁吉田智一

品
弓
師
ｕ
■
】庁名 官 職 氏 名

松嶋真紀

画〃

Ｆ
画
ロ
訂
昌
趣
凸
づ
し

庶務課長兼

上席主任書記官

■
句

名

贋
伊
画
慣
・
憤
悌
Ｆ
３
阻
固
ｆ
け
間
冨
凹
ｂ
Ｒ
廿
叩
於
刷
例
ｒ
Ｎ
Ｈ
Ｈ
靱
功
間
訓
ｈ
Ｐ
に
』
日
こ
鮎
卜
憩
口
鴬
冨
陽
暉
俔
供
肩
２
町
堅
同
ｕ
コ
ー
⑭
５
Ｍ
Ｎ
如
何
屍
威
武
Ｊ
Ｒ
陛
胎
■

出雲支部Ｆ
『
咽
■
ｐ
■
上
型
ｌ
負
廻
脾
伊
ｂ
・
砲
口
唾
軍
侶
ｑ
酔
降
ｐ
Ｌ
』
伊
』
幻
晦
晒
呼
ｈ
ご
己
宅
■
■
竜
■
勺
■
宰
守
■
・
回
，
Ｐ
で
Ｕ
■
田
■
里
４

「
毛
■
Ｌ
一
ぱ
、
叱
慎
肝
即
■
伺
い
Ｄ
Ｍ
品
“
堅
■
ｐ
ｐ
０
勺
培
印
。
也
炉
■
Ｐ
Ｐ
Ｍ
『
’
四
恥
咽
、
陣
ｍ
Ｈ
ｍ
Ｌ
今

江崎太志主任書記官

上席主任書記官兼
庶務課長

植野貴史
浜田支部

主任書記官 細木育夫

主任書記官兼
庶務課長

益田支部 世良剛士

主任書記官兼
庶務課長

西郷支部 吉田智一

〔参考〕一F＝一一一一一一モーー

;雲一芹茗ー‐
F

H

1雲南簡裁
C

l

j

J

r

E

I川本簡裁
一､－ ー

－

庁名

雲南簡裁

川本簡裁

ざ←ムマローー一一一・一,血一一一一一凸一q一＝~け一やq－毎一一一一

■
■ 間一々■一国基■I■一コ一一■＝

■＝再一コ－｡ ■ bLグー

名官 職 氏
西郷検察審査会

書記官兼
庶務課長

黒田康弘
q､一一勺一ニーーーロ

問

Ｊ
刷
吋
け
【
滝
】
ｈ
ｒ
Ｌ
閣
凸
戸
油
咽
岬

氏 名
I

書記官兼

庶務課長
谷田昭一事務局長

ｰ一マーーョー__一・万一マー三＝』
’
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一般職管理職員-一覧表
令和4年9月1日現在

松江家庭裁判所支部松江家庭裁判所本庁
肉
片
恥
『
Ｍ
ト
レ
間
唖
貝
且
印
肉
】
『
匡
勾
巽
肘
吋
戸
吋
畳
寸
声
酢
鍜
Ｆ
合
押
知
押
尚
臣
■
■
狗
舳
■
門
惇
射
制
側
圃
ｍ
Ｈ
側
岡
目
以
剛
Ｅ
掴
掴
現
酎
Ｐ
】
酌
、

一一一一二一▼声一一一▽一

氏 名

Ｉ
二一■一＝一一一一一一一■ーR言二一■一手ー

ロ■
己
君
、
■
Ｇ
７
Ｄ
Ｃ
ｄ
■
■
甲
〃
、
今
▲
守
上

氏 名 官 職庁名

松嶋真紀

ザ

■

Ｌ

Ｐ

日

当

乃

芯

Ｔ

凸

■

牙

、

伊

由

。

△

５

斗

芽

ぐ

む

Ｇ

ｄ

庶務課長兼

上席主任書記官

水野幸枝首席家裁調査官

兼
務

出雲支部
首席書記官

次席家裁調査官

東 真理 ｆ
９
ｎ
Ｔ
角
浄
Ｆ
制
心
込
■
、
三
Ｆ
ケ
ｈ
又
芯
宜
■
Ｌ
炉
唖
砠
Ｆ
■
画
守
伊
Ｓ
Ｆ
励
私
牛
戸
』
卜
』
巧
一
勺
？
？
ｐ
も
■
ざ
島
虹
ｂ
』
●
●
声
ｎ
々
ｂ
守
唾
●
●
岸
ク
マ
奄
勺
■
毎
▼
篭
‘
口
ｑ
９
ｒ
Ｕ
軒
昌
■
■
４
哩
訓
聞
凶
恥
今
甲
△
■
召
甲
唾
■
望
■
ず
み
凸
。
△
が
制
酬
’
叫
己
■
暉
峰
夕
曲
、

主任書記官 江崎太志叫
恥
臆
脚
Ｆ
Ｌ
ｂ
四
囲
一
■
卓
ｒ
り
い

佐藤 彩
上席主任書記官

兼庶務課長
植野

一
一

員 史兼
務

杉原 腱訟廷管理官 浜田支部

主任書記官 細・木育夫
竹内健一

中西 功

主任家裁調査官

主任書記官兼
庶務課長

兼
世良剛士益田支部i 主任家裁調査官 務

桑原二美主任書記官 主任書記官兼
庶務課長

供

Ｐ

叱

晶

も

５

Ａ

＆

’

四

一

首

Ｉ

３

８

ｐ

叩

＃

凸

兼
務

吉田智一西郷支部

ゞ_－－－1－－－主任書記官
言
季 史澤口

q画

事務局長(地家裁兼務） 田渕修一

三村 真

､

■

間
Ｌ
５
〃 事務局次長

土井博道総務課長

総務課課長補佐 細木 透
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一一

調停委員現在員数
令和4年9尾1日現在

民事調停委員 家事調停委員 (単位:人）(単位:人）
－ ｜

男鍵 ’ 女性総数庁名
■

16 （6）21（洲）本 庁 37（17）
■ E ■

16（8）12（5）

6 (3) 1C (1)

支部出
壼
套 28(13）

浜田支部 16 （4）匡

6 （2）6 （3）益田支部 12（5）

5 （5）10(10) | 5 (5)西郷支部

雲南出張所
＝

4（4）4（4）川本出張所 8 （8）

※括弧内は､民事併任数(内数）※括弧内は､家事併任数(内数）

仁雲南簡裁の家事併任の調停委員2名は､松江家裁本庁の家事調停委員を併任

19

夕

庁名

松江簡裁

出雲簡裁

浜題簡裁

益田簡裁

西郷簡裁

雲南簡裁

１
１ 川本簡裁

総数。

22(15）

15(13）

7 （4）

7 （5）

10(10）

6（2）

8 （8）

0

男性

16(.1C）

10（8） 夕

6 （3）

4（3）

5 （5）

3 (1）

4 （4）

女性
戸

6 （5）
”

5（5）

1 （1）

3 （重）

5 （5）

3 （1）
少

4（4） ．



戸一一一一申一再一一一一一一 一一一一一一一

民事部の課題と取組(1)

■民事部全体

【課題】銀織館課題(IT化に伴う審理運営改善､危機管理､働き方改革等)への取組
K取絹】オープシでフラットな議論によ騒、各分野のワーキシググループによる総織的課題の解
決､事務改善及び事務方針鍾統一な蹴二取り組む。

■訴訟事件

:課題I民事訴訟鰯審理運営鱒改善1重向けた検討

【取組】剛臆への対応として､弁護士会と合同で､民事訴訟鰯審理運営の改善について取馨緩
み､小頬模庁における新しいプ琴クティスを検討するとともに､書記官事務の在り方につ
いても譲討する｡全支部でフェーズ1が闘始されたので､審理運営改善に向:ﾅた支援に
ついても､全庁舵な取総として強化するとともに､秘匿に関する規律､双方不出頭の和
解期日及び弁論準備手続鰯臼に関する新しい規律等鋤導入に齢たっては､関係職種
でイメージを共有するなどして､全庁的に円滑な制度の運用開始に努めていく。

【課題】簡易裁判所にお{ずるより良い裁判のため鱒支援

撤組膳易裁判所が第一審である控訴事件について､簡裁判事と事後釣な検討を行った夢、
左階席裁判官が定期的に簡裁に赴いて簡裁判事からの相談を受けた戦するなど､同裁
判官を支援する。

《課題】小規模庁に麓1ﾅる裁判②質の淘上
【取組】松江地裁管内の裁判官及び鳥取地裁管内の裁判官による勉強会を定期的に実施して、
左陪席裁判官及び支部裁判官を支援する。

へ
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民事部の課題と取組(2）

■破産事件

【課題X適正迅速な管鰄事件⑳推進

鞠繊若手管蕊人候補者鋤育成と牢堅管財人綾補者鰯養磁逗測ﾅた勉強会を実施する｡ま

た､憲由財産拡張手続縁簡素化に剛ﾅた処理要領を策定する。

《課題】債権者集会非招集型鯵実践等

【取纐本庁に誇いて債権者集会非招集型を実践L､そ鱒中で見えてきた課題等について､誇
謹士会との間で共有亨るとともに対応策についての検討を進総愚｡また､支部に麓いて

実躯することとした場合は､それに向iすた支援を得壽。

■執行事件

I課題】不動産執行事件鱒更なる機能強鍵

繊細執行静人態勢による事務鍵理遅滞が生じないよ尋､執街裁判所､執権官及び評価人、
並びに本庁及び支部闘鋤意勇交換を篭じて､それぞれの連携を蕊化する。

【課題]支部執行事件等鈴円滑な処理に向けた支援

【取繍執行官1人態勢後鐸支部執行事件鱒円滑な処理､支訓憲誇ける執行官事件の円滑な
受付処理に商Iﾅ､執行官と連携し､支部の事務趣支援を行う。
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I地裁民事通常訴訟事件の処理状況(松江地裁管内）
(既済件数） (未済件数）(新受件数）
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民事控訴事件(し号事件)の処理状況(松江地裁）
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I
民事不動産執行事件の処理状況(松江地裁管内）

(新受件数） (既済件数） (未済件数）
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|破産｡再生事件の処理状況(松江地裁管内）
(未済件数）(既済件数）(新受件数）
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－

労働審判事件の処理状況(松江地裁）
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刑事部の課題と取組(1)

■公判請求事件

【課題】刑事裁判鰯運用改善に向げた取総

【取組則裁判員裁判の法曹三者による振呼返戦〈勉強会)及び刑事部全職員による振り返穆⑳

継続的実施

（重職判員裁判の事例を元にした他庁裁判官との意見交換会を､テレビ会議システムを

利用して定期鋪に実施

(3)(2)で得られた知見をもとに､非対象事件にも活用(定獺的にs庁We騨会議を実施）

■部の運営に関する事項

【課題】裁判官筵書記官の協働

職組】裁判員裁判鐘ぼか､篭正事務の確保,令状処理鰯効率化､秘匿情報保護①在窪方など
時宜にかなった間題点に関する､チーブ裁判官を中心としたチーム制(『審理』、『裁判員。
令状｣及び『危機管理｡働き方鱒莞直し』)による検討態勢⑳継続
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刑事部の課題と取組(2)

■支部,簡裁との連携

K課題】本庁調事部と支部､簡裁間の事件処理に関する情報の共有､協力態勢⑳充実

【取絹鮒職判官によるテレビ会議髪ステムを利用した令状処理等における実務上鯵問題点協議

のための勉強会③実施

（2）各部署で議論した事案鱒共有

■危害･逃走時対応に関する事項

《課題】初動対応の定着と安全確保に関するマニュアルのブラッシュアップ

K取総〕関係機関との含属訓練の実施及び振り返り髪定期的1こ実施

■裁判員候補者の参加意欲向上に向けた取組
【課題】裁判員候轤者の辞退率低下及び出席率向上に向けた取総

K取総】㈲裁判員候補者への送付物の見直し､読みやすさに配慮した運黒上の工夫

（2職判斯における感染症防止対篭のアナウシス
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刑事通常第一審事件の処理状況(松江地裁管内）
(未済件数）(既済件数）(新受件数）
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医療観察処遇事件の処理状況(松江地裁）
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松江家裁の課題と取組(可）
■家事事件

K課題X第二期成年後見制度利用促進基本計画縁推進のたいの取組

K敬組鮒)地方富治体と鰯達携

中核機関設置済みの市町と紘､後見人等選任の考慮要素及びイメージの共有等事件処理

に向けた共這理解⑳促進､設置未了の市町村には､県と連携した上で､そのあい路解決へ

の取組を支援

(2)関係団体等との連携

①後見人等選任の在り方(専門職の選緩イメージ)②報酬⑲在り方

鰯双方につき､各関係団体壁の協議等を推進

i課題】社会情勢の菱繼に対応する中での家事調停手続縁更なる充実

【取組】(1願停期冨の充実〈時閤管理､評議の充実）

調停委員との意罵交換､研修の充実

(2)面裳交流調停の進め方と関係職種間②連携鰯強化

(3)IT化(ウェブ会議含む｡）に向けた態勢作りの検討
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松江家裁の課題と取組(2）

■少年事件

【課篭】改正少年法の適正な運露

:取組](1)改正法⑳趣旨鰯正確な理解

(2)職種間連携(カンファレンス等による進行方針の共有）

(3)関係機南との連携(事件上鋤適時適切な連絡､連絡協議会､実務者間②事務打合せ等）

【課籠】少年事件の大幅な減少に伴う職員の育成への影響

【取組:(1)経験値の共有

(2)相談｡支援態勢の強化

【課題》少年審判手続における危害行為"逃走防止対策

【敢総】関係機雷と連携した訓練の実施
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|家事審判事件の処理状況(松江家裁管内）
(未済件数）(新受件数） (既済件数）
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管内合計

頃川本出張所
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ロ益田支部
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竃本庁
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|題開始等事件の処理状況(松江家裁管内)(新受件数）
(後見開始等※1） （保佐開始等※2） （補助開始等※3）
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…

幽
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ﾛ■■
150

１
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１ ■125 ≠

100 ■一一
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室 175
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I

一

一

－

50
一

■ －
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25 －

一

一
一
一
雪
一

0ーU

H30 R1 RZ R3. R4.6 H30 R1 R2 R3_ R4.6 H30 R1 R2 R3 R4.6

管内合計 178 170 178 160 72 90 93 114 105 71 9 12 34 33 25

■)il本出張所 7 13 8 14 4 8 11 12 14 7 0 0 0 0 5

■西郷支部 7 11 11 5 1 4 5 5 2 5 0 0 6 0 0

■益田支部 12 23 22 19 8 5 13 25 16 9 0 2 0 3 3

ー浜田支部 21 34 32 24 11 29 25 17 23 12 5 5 11 7 5

嵐出雲支部 51 31 39 36 21 13 22 9 12; 7 1 3 0 0 3

■本庁 80 58 66 62 27 31 17 46 38 31 3 2 17 23 9

※1後見開始の取消し審判を含む件数※2保佐開始の取消し及びその他保佐に関する処分の審判を含む件数
※3補助開始の取消し及びその他補助に関する処分の審判を含む件数
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|後見等監督処分事件の立件状況(松江家裁管内）
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１
１ 家事調停事件の処理状況(松江家裁管内）

<新受件数） (既済件数） (未済件数）
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’人事訴訟事件の処理状況(松江家裁管内）
(既済件数）(新受件数） (未済件数）
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少年事件動向(新受件数）

松江家庭
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簡裁民事通常訴訟事件の処理状況(松江地裁管内簡裁）

(既済件数） (未済件数）(新受件数）
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235

0
R2

367

12

29

15

33

36

87

155

－

－

R4.6

167

・5

15

3

10

24

49

61

H30

494

11

26

11

47

48

116

235

R1

520

20

26

19

62

56

124

2ﾕ3

６腱
巽
５
４
０
５
塑
型
弧

RZ R3

95 98

0 1

11 1

2 4

13 11

11 11

22 20

36 50

１
６
Ｒ
ｍ
５
３
８
妬
立
犯
拓

昭
郵
３
型
７
鯉
弘
．
幻
幽

R1

518

.17

26

13

60

54

120

228

R2

356

7

37

9

30

35

83

155

管内合計

■川本簡裁

■雲南簡裁

■西郷簡裁

■益田簡裁

一浜田簡裁

■出雲簡裁

■松江簡裁

~
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|簡裁民事調停事件の処理状況( 管内簡裁）
(既済件数） (未済件数）(新受件数）
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■
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‐
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９
型
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剛
即
１
２
３
７
，
狸

一
睡
“
３
９
９
埠
立
丞

一
碓
鴎
０
５
５
５
８
妬

０
６
３
１
１
－
５
３
９
渥
禿

Ｈ
１

一
剛
％
０
３
４
８
狸
型

一
昭
”
１
７
８
鰹
７
ｍ

硬
詣
１
５
３
５
．
１
８

昭
翠
１
１
２
２
０
６

６“
弧
０
１
２
５
４
４

郷
丞
０
１
３
２
１
９

肛
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１
－
０
２
１
０
１

０
６
３
０
０
６
５
，
８
諏

Ｈ
１

鴫
妬
１
３
７
型
６
畑

管内合計

■川本簡裁

■雲南簡裁

■西郷簡裁

■益田簡裁

一浜田簡裁

南出雲簡裁

■松江簡裁 39 42 20 10 5 12 11 Z545 49 24 47 47 38 50

46



一

簡裁刑事通常第一審事件の処理状況(松江地裁管内簡裁）

(既済件数）(新受件数） (未済件数）
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管内合計

竃川本簡裁

■雲南雷裁

■西郷簡裁

底益田簡裁

＝浜田簡裁

■出雲震裁

■松江簡裁
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